
1月･2月

３月

生産者等や中間事業者 alic

事業への応募

審査・決定

公募開始

事業実施主体
（生産者等や中間事業者）

alic

４月以降

対象出荷
期間

対象出荷期間
開始日の
10日前まで

事業実施計画書の提出
※契約を確認できる書類を

添付すること

○ 事業への参加が認められましたら、以下の手続きへ進みます

事業実施計画の認定

契約取引の実施
※出荷伝票等の取引証拠書類を

適切に保存すること
事業発動し
た場合(注2)

対象出荷期間
終了日の翌々
月末まで

交付申請の提出
（概算払請求）

交付決定
※指定口座に振込

交付申請した
日の翌月末
まで

実績報告書の提出
（精算払請求）

交付額の確定

注2：出荷調整タイプの場合、発動
から5日以内にALICに連絡

積
立
金
を
取
り
崩
さ
な
い
よ
う
注
意

○ 事業が完了しても完了年度の翌年度から５年間は事業に係る帳簿等
を整備保管して下さい。

契約野菜収入確保モデル事業

事業手続きの流れ（対象出荷期間開始４月～10月（注1））
注1：対象出荷期間開始11月～翌年3月分は、7・8月に公募実施予定


